全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）新型受信機等更新業務　仕様書

第１章　全体概要
１　業務名
　　全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）新型受信機等更新業務

２　背景、目的
緊急地震速報や弾道ミサイル情報等の緊急情報を住民等に伝達する即時情報伝達体制の整備について、現在運用されている受信機は導入から５年以上が経過し、構成部品の老朽化等に伴う故障件数が増加していることにより、緊急情報の住民伝達に支障を来すことが懸念されることや、現行受信機の故障によるサポートが不能となることから、次期受信機への移行を行う

３　業務の範囲
今回の業務の範囲は、次のとおりとする。
　・既設受信機に係る各種設定の新型受信機への反映
　・新型受信機の動作確認（エージング）
　・J-ALERTによる情報の受信および情報の活用に係る変更届（消防庁届出様式）の作成補助
[bookmark: _Hlk198022229]・富山県庁－消防庁間の全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）新型受信機１台の納入
　　　・接続機器の動作確認
1  回転灯・スピーカー（防災危機管理センター4階執務室、局長室）
2  庁内放送（富山県庁本庁舎（南・東別館含む）、富山県議会議事堂、北日本スクエアビル、
富山県森林水産会館にて確認）
　　　・Config（設定）データ管理
・操作（運用）研修、初期運用サポート

４　成果物等
成果物はその物件が必要となる時期に納入すること。ただし、その内容に変更が生じた場合は、速やかに最新情報に差し替えること。
成果物は文書および電子ファイルにより納入することとし、ドキュメント類についてはWordまたはExcel等で作成するなど、県がメンテナンス作業を容易に行えるよう考慮すること。
納入場所は富山県危機管理課とし、成果物および納入時期は下表のとおりとする。
	成果物
	部数
	納入時期
	補足

	1 作業手順書、構成管理資料、作業結果報告書
	１部
	契約履行期間内
	注１

	2 操作説明書（管理者向け）、操作説明書（利用者向け）
	１部
	契約履行期間内
	〃

	3 運用手引書
	１部
	契約履行期間内
	〃

	4 納入機器一覧
	１部
	契約履行期間内
	〃

	5 動作確認結果報告書
	１部
	契約履行期間内
	〃

	6 システム設定書
	１部
	契約履行期間内
	〃

	7 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）新型受信機
	１台
	契約履行期間内
	


注１ ①～⑥までの成果物については、紙媒体および電子ファイル（Microsoft office Word2003, Microsoft office Excel2003 
以前の形式）で納品すること。

５　動作確認方法
設定移行等作業の終了後、新たに設置した受信機が国等からの弾道ミサイル情報、緊急地震
速報、大津波警報などを正常に受信できるか、県担当職員立会いのもと動作確認することとする。
（動作確認の内容等は下記の（１）～（３）のすべてを確認することとする）
（１）新型受信機の「受信機状態表示」にある、ログ一覧で「認証に成功しました。」のログを確認す
る。
（２）新型受信機の「受信機状態表示」にある接続状態が「衛星」になっており、「衛星受信部状態」が「正常」である。また、「地上系回線接続状態」が「正常」であることを確認する。
（３）受信機の「受信機状態表示」にある、「管理システム接続テスト」から接続先を「全サイト」に
してテスト実行をクリックし、テスト結果が全て「成功」になっていることを確認する

第２章　システム要件
１　システムの構成
現在のシステム構成は別紙「富山県庁における全国瞬時警報システム（J-ALERT）構成図」のとおり。なお、本システムに係る運用保守については、別途、県が調達を行う。

２　納入するシステムの仕様等
　　　納入するシステムの仕様等については下記のとおりとする。

・全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）新型受信機
■ハードウェア要件（型式指定：JARS-3000（センチュリー・システムズ株式会社製））
	NO
	項目
	仕様の内容

	1
	CPU
	Intel Atom x6425E 2.00 GHz（4 コア）相当以上の性能を有していること

	2
	メモリ
	8GByte 以上の領域が確保されていること。

	3
	保存領域
	システム用、ログ用としてそれぞれ20 GByte以上の領域が確保されていること。なお、システムとログで保存領域を物理分離し、故障時の切りわけが明確となっていること。

	4
	ネットワーク
	1000Base-T/100Base-TX に対応していること。

	5
	音声出力
	ヘッドホン出力端子を有していること。

	6
	アラーム表示
	J-ALERT 受信機ソフトウェアより制御できるアラーム表示（LED 等）を有すること。

	7
	デジタル出力
	8bit デジタル出力を有していること。

	8
	衛
星
受
信部
	衛
星
受
信
機
能
	対応変調方式
	BPSK

	
	
	
	受信データレート
	128kbps

	
	
	
	誤り訂正方式
	ビタビ復号 r＝1/2

	
	
	
	データスクランブル方式
	IDR／IESS-308

	
	
	
	入力周波数
	950～1450MHz

	
	
	
	信号入力レベル
	－75～－25dBm

	
	
	
	衛星受信アンテナ（LNB）給電
	DC+11V または DC+15V

	
	
	
	衛星データ受信性能
（ビット誤り率）
	7.5 dB Eb/N0 for 10－6BER 以上

	
	
	衛星データ受信機能
	衛星受信部が受信した衛星データを内部インタフェース経由のソケット通信により、受信機ソフトウェアへ送信する機能を有すること。

	
	
	衛星 2 波プリセット機能
	2ch の受信周波数が登録でき、受信信号の同期が外れた場合には、登録された別の周波数を自動的にサーチ・受信する機能を有すること。



■ソフトウェア要件
　　受信機ソフトウェア（バージョン 4.0.0.0001 以上）が正常起動する状態で搭載されていること。

第３章　システム導入に関する要件
１　導入・引渡し等に関する要件
（1） 環境設定
・全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）新型受信機の設置、設定作業（以下「セットアップ」という。）を行い、動作確認を行うこと。
・作業場所は富山県防災危機管理センター4階無線統制室および10階機械室とする。
・セットアップを行う際には、事前に作業手順書を作成し県の承認を得ること。
・セットアップを確認できる構成管理資料を作成し、県に提出すること。
・業務遂行中に設定内容を変更した場合は、速やかに構成管理資料を修正し、常に最新の構成管理を行
うこと。
・ネットワーク環境構築にあたり、ＩＰアドレスやドメイン名など行政情報ネットワークへ接続する
ために必要となる各種設定情報については、デジタル化推進室から割り当てられたものを使用すること。

（２）業務完了期限
令和８年３月３１日（火）
　
２　留意事項
(1) 現地調査等
　　本業務を実施するにあたり、事前に現場の確認および調査を十分に行うこと。

(2) 現場管理
常に安全管理に留意し、災害の防止に努めるものとする。
本業務実施中に第三者に損害を与えた場合などの事故については、遅滞なく県担当職員に報告すること。

(3) 業務実施中の疑義
本業務の実施中に疑義を生じた場合は、県担当職員と協議して定めるものとする。

(4) 必要事項の補充
この仕様書は、本業務を実施するために必要な事項を記したものであり、これに記していない事項であって技術上必要と認められるものについては、県担当職員と協議のうえ必要に応じて補充するものとする。

(5) 設定移行等作業日時
設定移行等作業日時については、県担当職員と協議して定めるものとする。

　　
